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全国のゆうメイト不合理な差別待遇を提訴！
労働契約法２０条施行から１年経つのに、差別は放置。要求にも回答しない

東
京
地
裁
で
ま
ず
３
人
が
提
訴

昨
年
４
月
に
施
行
さ
れ
た
労
働
契
約

法
第

条
を
め
ぐ
り
、
８
日
に
佐
倉

20

の
宇
田
川
支
部
長
と
晴
海
局
、
名
古
屋

北
局
の
ゆ
う
メ
イ
ト
３
名
も

万
ゆ

19

う
メ
イ
ト
の
期
待
を
背
負
い
東
京
地
裁

提
訴
に
立
ち
上
が
り
ま
し
た
。

一
週
間
前
の
今
月
一
日
に
非
正
規
の

定
年
制
裁
判
で
も
共
に
闘
う
「
東
京
東

部
労
組
メ
ト
ロ
コ
マ
ー
ス
支
部
」
４
人

が
「
全
国
初
め
て
」
東
京
地
裁
に
提
訴

し
ま
し
た
ば
か
り
で
す
。

提
訴
後
行
っ
た
記
者
会
見
で
弁
護
団

か
ら
「
有
期
雇
用
社
員
か
ら
の
相
談
は

多
数
あ
っ
た
が
雇
止
め
の
恐
れ
で
こ
れ

ま
で
提
訴
出
来
な
か
っ
た
。
郵
政
産
業

ユ
ニ
オ
ン
の
支
援
で
こ
こ
ま
で
来
た
。

関
西
で
も
９
人
が
提
訴
を
準
備
し
て
い

る
。
」
と
の
経
過
報
告
が
さ
れ
ま
し
た
。

「
民
事
的
効
力
の
あ
る
」
法
改
正
は

正
規･

非
正
規
の
差
別
待
遇
を
無
く
す

ま
た
と
な
い
チ
ャ
ン
ス
と
な
り
ま
し
た

が
、
闘
う
労
働
者
が
労
働
組
合
に
結
集

す
る
こ
と
で
初
め
て
可
能
に
に
な
る
と

い
う
こ
と
で
す
。

郵
政
産
業
ユ
ニ
オ
ン
は
期
間
雇
用
社

員
が
前
面
に
出
る
こ
の
た
た
か
い
を
組

織
を
挙
げ
て
闘
い
ま
す
。
ま
た
郵
政
だ

け
で
は
な
く
全
国
の
職
場
の
労
働
組
合

に
お
い
て
も
同
様
の
闘
い
を
広
め
て
い

く
こ
と
が
重
要
で
す
。
私
た
ち
と
一
緒

に
闘
い
ま
し
ょ
う
。

記者会見を取り上げる９日付各紙

(左)東京新聞 (上)朝日新聞
(下)千葉日報 (右)毎日新聞

記者会見に臨む原告と郵政産業ユニオン
(５月８日)

メモ 本部･本社間におけるこれまでの
労働契約法２０条に関わる問題のやりとり

「労働契約法改正に伴う要求書」回答
(2012年10月25日提出､13年12月25日回答)
(要求８に対する会社回答)

現行の労働条件については改正労働契約法の
趣旨に則ったものになっていると考えているが、
今後も引き続き検討を実施し、必要な場合には
見直しを行っていくこととしたい。

なお、平成２５年７月２４日付け提出「改正
労働契約法２０条に関する要求書」については、
別途回答する。

「労働契約法２０条に関する要求書」回答
(201３年7月24日提出)

１０ヶ月近く経っても未だに回答無し

年末年始勤務手当の支給について
(2013年11月８日の年繁要求の窓口要旨)

(組合)正社員に支給して期間雇用社員に支給し
ない理由は？
(会社)有期雇用と無期雇用の違いである
(組合)正社員と同様に仕事しており、支給すべき
というのが組合の主張である
(会社)組合の考え方は受け止める



(２） 郵政産業労働者ユニオン浦安支部ニュースは毎月１・１５日に発行します。 第３１号

賞与や特別報奨金だけでは無い！ こんなとこまで「不合理」な格差が･･･。
主
な
格
差
の
例

年
休

正
社
員
は
採
用
年
か
ら
２
０
日

あ
る
が
、
期
間
社
員
は
６
年
６
ヶ
月
の

勤
続
年
数
で
最
大
２
０
日
。

正
社
員
は
計
年
制
度
で
全
て
の
年
休

が
取
得
出
来
る
一
方
、
期
間
社
員
に
こ

の
制
度
は
無
い
。
正
社
員
だ
け
が
優
先

的
に
取
る
こ
と
で
期
間
社
員
は
多
く
の

日
数
が
取
得
出
来
ず
に
流
れ
て
い
る
。

祝
日
に
非
番
を
指
定
し
た
場
合

正
社
員
は
祝
日
出
勤
し
て
も
、
祝
日

に
非
番
を
指
定
し
て
出
勤
し
な
く
て
も

賃
金
の

％
の
「
祝
日
給
」
が
支
給

135

さ
れ
る
。

期
間
社
員
は
祝
日
出
勤
す
れ
ば
35

％
の
割
増
賃
金
で
正
社
員
同
様
に
思
え

る
が
、
「
祝
日
に
非
番
を
指
定
し
て
出

勤
し
な
か
っ
た
」
場
合
に
手
当
支
給
は

無
い
の
で
会
社
の
懐
は
痛
ま
な
い
。

同
じ
「
４
週
４
休
４
非
番(

週
休
２

日
制
で
は
な
い)

」
で
あ
り
な
が
ら
、

正
社
員
だ
け
が
祝
日
が
あ
る
週
は
３
日

休
ん
で
、
期
間
社
員
は
祝
日
の
あ
る
週

も
無
い
週
も
２
日
し
か
休
め
な
い
と
い

う
格
差
の
原
因
。

労
災
補
償

正
社
員
は｢

休
業
補
償
付

加
給
付｣

に
よ
り
給
与
全
額
を
補
償
。

期
間
社
員
は
待
機
期
間(

３
日
間)

の
み

％
の
「
付
加
給
付
」
と
格
差
。

80病
気
休
暇･

休
職

正
社
員
は
私
傷
病

に
罹
っ
た
場
合
も
結
核
で
１
年
、
そ
れ

以
外
は

日(

勤
続
十
年
上
で
１
８
０

90

日)
間
は
有
給
の
病
気
休
暇
が
あ
り
、

病
休
期
間
経
過
後
も
休
職
制
度
が
あ
っ

て
最
長
４
年
６
月
ま
で
賃
金
補
償
。

期
間
社
員
の
病
気
休
暇
は
完
全
な

「
無
給
」
の
う
え
わ
ず
か

日
間
し

10

か
な
く
、
休
職
制
度
も
無
い
。

冬
期
休
暇･

夏
期
休
暇

そ
れ
ぞ
れ
３

日
づ
つ
正
社
員
の
み
し
か
支
給
さ
れ
な

い
。産

前･

産
後
休
暇

正
社
員
は
有
給
で

あ
る
が
、
期
間
社
員
は
無
給
。

子
の
看
護
休
暇

正
社
員
は
有
給
で
あ

る
が
、
期
間
社
員
は
無
給
。

育
児
休
業

取
得
要
件(

子
の
年
齢)

が

正
社
員
は
三
歳
未
満
、
期
間
社
員
は
一

歳
未
満
。

寒
冷
地
手
当

暖
房
代
補
助
。
北
関
東

･

山
梨
な
ど
本
州
は
４
級
地
の
み
だ
が
、

扶
養
親
族
の
あ
る
世
帯
主
で
あ
れ
ば
１

７
８
０
０
円
支
給
さ
れ
る
が
、
こ
れ
も

正
社
員
の
み
し
か
支
給
さ
れ
な
い
。

年
末
年
始
勤
務
手
当

正
社
員
は
12

月

～

日
の
出
勤
で
一
日
４
千
円
、

29

31

１
月
１
～
３
日
の
出
勤
で
一
日
５
千
円

支
給
さ
れ
る
が
、
期
間
社
員
は
無
い
。

扶
養
手
当

正
社
員
の
み
支
給
。

住
宅
手
当･

社
宅
制
度

正
社
員
の
み
。

早
出
等
勤
務
手
当

支
給
額
が
異
な
る

非
番
買
上
割
増
率

割
増
率
が
異
な
る

配
転
一
時
金

浦
安
か
ら
松
戸
南
、
行

徳
か
ら
浦
安
、
最
近
で
は
横
浜
神
奈
川

か
ら
川
崎
東
へ
と
配
転
が
行
わ
れ
た

時
、
正
社
員
に
支
給
さ
れ
た
。
配
転
一

時
金
の
金
額
は
極
め
て
大
き
く
、
期
間

社
員
に
支
給
さ
れ
な
い
と
い
う
差
別

は
、
異
動
の
際
に
期
間
社
員
が
相
次
い

で
辞
め
た
原
因
の
ひ
と
つ
と
な
っ
た
。

メモ 労働契約法第２０条
(平成２４年８月２３日改正、２５年４月１日施行)

有期労働契約を締結している労働者の労働契約
の内容である労働条件が、期間の定めがあること
により同一の使用者と期間の定めのない労働契約
を締結している労働者の労働契約の内容である労
働条件と相違する場合においては、当該労働条件
の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴
う責任の程度（以下この条において「職務の内容」
という。）、当該職務の内容及び配置の変更の範囲
その他の事情を考慮して、不合理と認められるも
のであってはならない。
厚労省の施行通達では、「民事的効力のある規程」
として「法第２０条により不合理とされた労働条
件の定めは無効となり、故意・過失による権利侵
害、すなわち不法行為として損害賠償が認められ
得ると解されるものであること」また「無効とさ
れた労働条件については、基本的には、無期契約
労働者と同じ労働条件が認められると解されるも
の」としています。
また通達では「労働条件」について「賃金や労

働時間等の狭義の労働条件のみならず、労働契約
の内容となっている災害補償、服務規律、教育訓
練、付随義務、福利厚生等労働者に対する一切の
待遇を包含するもの」とし、「不合理性の判断」に
ついて「労働条件の相違について職務の内容、当
該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情
を考慮して、個々の労働条件ごとに判断されるも
の」としています。

年賀の局別付替え実績⇒浦安は｢加算実績ゼロ｣？

「インナー販売」では、レターパックなどを買って自己負担で
親戚や知人に送っている現実があり、組合はこれまで会社負担へ
の改善を求めてきた経過があります。
昨年度から会社は｢年賀はがきＷＥＢ申込み｣によって改善した

としましたが、関東の現場実態ではとりわけ、そもしも周知が
なされなかったり、やり方が複雑面倒で利用しにくい、実態とし
て自宅のＰＣで無いと申込みが出来ないという問題があり、ほ
とんど利用しなかったという状況です。

組合は昨年度の「付替えの実績」を求め、このたび関東支社
は組合員の居る１４局について明らかにしました。これによると、

他局から申込みまれて、自局の販売実績から減算された局は１４
局全てなのに対して、他局に配達させて、自局の販売実績を加算
された局は、３局(船橋･千葉中央･取手)のみで、浦安局を含めた
11局(浦安･松戸南･花見川･佐倉･越谷･大宮西･さいたま新都心･
上尾･宇都宮中央･伊勢崎･土浦･日立)の実績は０枚でした。
どの局でも利用されていない結果が現れました。(各局の枚数

は浦安支部掲示板に掲載します)
ただ、浦安局で少なくとも何人かは、このサービス利用して他

局で配達させているので、何らかの理由で販売実績に反映されて
いないようです。
いずれにしろ、自宅申込みではネット環境が無い人、やり方を

聞こうにも聞けない人も居ます。勤務時間外という問題もあり、
今年度は局のＰＣで申込み出来る様にするか、計画で取りまと
めるなどして誰でも申込み出来るようにすることが重要です。


